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徳島県新型コロナウイルス感染症対策本部

とくしまアラート

感染拡大注意
～特措法第２４条９項に基づく協力要請について～

以下の取組についてご協力をお願いいたします
基本的な感染拡大予防（マスク着用、手洗い手指消毒、咳エチケット、３密の回避）に加えて

・　県をまたぐ移動を予定している場合
ホームページ等で訪問先の情報を確認・要請に沿った行動を

感染が拡大しているエリアへの訪問の自粛

訪問先での飲食の際は、各県で配布しているステッカー・宣言書等の掲示を確認

・　帰省等されるご親戚等がいらっしゃる場合
体調を確認いただき、体調が優れない方に帰省等を自粛していただくよう呼びかけ

・　飲食店等を利用する場合
感染拡大予防ガイドラインの実践状況を確認

・　会食の場など、飛沫感染リスクが高い場所での大声での会話の自粛
「事業者版スマートライフ宣言」や「ガイドライン実践店ステッカー」などの掲示により確認！
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県民の皆様

事業者の皆様

・　換気対策をはじめとする「感染拡大予防ガイドライン」を必ず実践し、
　　「事業者版スマートライフ宣言」などを掲示
・　飲食店等において、大声を抑えていただくよう呼びかけ

・　毎日の検温をはじめとする従業員の体調管理の徹底

・　発熱等、体調不良者を業務に従事させないこと


